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第１５回田辺広域合併協議会 

平成１６年２月２３日（月） 

午後 １時２９分 開 会 

 

司 会        皆さん、こんにちは。本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、あり

がとうございます。 

 開会に当たりまして、皆様にお願いを申し上げます。携帯電話をお持ち

の方は、音が出ないように設定をお願いいたします。 

 また、協議会委員さんの中で、事前にお届けしています本日の会議資料

並びに前回の会議資料をお持ちでない方がおられましたら、事務局までお

申し出下さい。 

 それでは、ご案内の時間になりましたので、ただ今から第１５回田辺広

域合併協議会を開会させていただきます。 

 開会に当たりまして、脇中会長からご挨拶を申し上げます。会長、よろ

しくお願いいたします。 

会長         皆さん、こんにちは。本日、第１５回の合併協議会を開催いたしました

ところ、委員の皆さん方には大変ご多用の中、こうしてご出席をいただき

まして、誠にありがとうございます。 

 梅の花もあちらこちらで満開となりまして、日一日と春の足音が近づい

てまいりました。４月を実質的なめどとして進めております合併協議も、

残すところ約２カ月となりまして、いよいよ終盤の段階に入ってまいりま

したが、今後、協議をいただく項目は、いずれも新市の行財政運営上極め

て重要な案件ばかりでございますことから、委員の皆さん方には、どうか

これまでにも増してお力添えをいただきますようお願い申し上げます。 

 そういったことを踏まえまして、本日は、合併協議の最も重要な柱の１

つであります新市のまちづくりのマスタープランでもある「市町村建設計

画」につきまして、皆さん方にお示しをさせていただきます。申し上げる

までもなく、この計画は、合併後１０年間の行財政運営の基礎となる極め

て重要な計画でありますことから、これまで各市町村の議会や協議会委員

の皆さん方からさまざまなご意見をいただき、首長会や助役を中心とした
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行政調整会議等で相当議論を積み重ね、取りまとめを行い、本日提案させ

ていただくものでございます。「市町村建設計画」の内容につきましては、

後ほど詳しい説明を申し上げますが、私のほうからは基本となる部分を申

し述べさせていただきたいと思います。 

 まず、新市づくりの基本方針につきましては、自然と歴史を生かした新

地方都市の創造ということにいたしております。今、社会におきましては、

効率性や利便性を重視し、新しいものを追求する価値観と、自然のリズム

や歴史を再認識し、万事手間暇かけて物事を追求する価値観がございます。

この２つは、どちらが正しいとか、どちらが優れているかということでは

なく、それぞれに価値があり、社会を構築していく上でどちらも必要であ

ると考えております。新地方都市は、この２つの価値観の必要性や良さを

認め合い、また競い合いながら、共存することを基本理念といたしており

ます。新市のまちづくりは、この基本理念を踏まえて進めていこうという

ものでございます。中心都市、田辺市につきましては、現在も地方都市と

して商業、サービス業、金融、医療、文化、行政機関など、紀南地方の都

市的機能を担っておりますが、自然や歴史、文化といった資源が豊かな龍

神村、中辺路町、大塔村、本宮町の４町村が合併し、一体化することによ

って、お互いの良さが相乗効果となり、より以上に発展の可能性を秘めた

新しい地方都市を創造していく、それも新市のすべての住民の力を合わせ

てつくり上げていくというものでございます。また、新地方都市の「新」

と「創造」という言葉には、５市町村が合併することによって、新しいま

ちづくりを進めていくという思いを込めております。 

 なお、「市町村建設計画」の位置づけでございますが、この計画は、基

本的に、合併に際して、新市の行政全般の方向性を合併にかかわった関係

市町村の議会、行政、住民が互いに共通認識、確認をし、新市において私

たちの思いや考え方を十分お酌み取りいただくと申しますか、ご理解をい

ただいて、新市の総合計画、実施計画を策定し、そして、現実的な政策、

施策へと展開していく基礎となるべき性格のものであると認識をいたして

おります。従いまして、皆様方もご承知のように、現在、各市町村におい

ては、総合計画が策定され、その内容につきましては、詳細な内容になっ
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ておりますが、「市町村建設計画」については、今申し上げましたように、

新市において策定され、行政運営の骨子となる総合計画、実施計画に対し

て、現在の私たちの置かれた現状や実情を踏まえて、合併協議に参加して

いる私たちの熱い思いや期待、将来のまちづくりにおける基本的な方向性

を新市に託するためのものと考えているところでございます。 

 また、新市で想定される各事業につきましては、現在、各市町村におい

て課題となっている事業、新市のまちづくりにおいて重要な事業でござい

まして、現下の極めて厳しい財政状況の中、合併特例債をはじめとする各

種制度を最大限に活用し、財政計画との整合性も図りながら取りまとめた

もので、これらの事業の着実な実施につきましても、新市に託していく重

要な事項であると考えているところでございます。 

 この建設計画につきましては、本日も含めまして、次回３月１３日に予

定いたしております第１６回協議会においてもご協議をいただき、３月２

７日の第１７回協議会においてご確認をいただければと考えておりますの

で、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

 また、その他に調整方針（案）といたしまして、「財産の取扱いについ

て」を提案いたしておりますので、皆様方の活発なご意見とご議論をお願

い申し上げまして、簡単でございますけれども、開会に当たってのご挨拶

にさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

司 会        ありがとうございました。それでは、会議の進行について、森議長、よ

ろしくお願いいたします。 

議長         では、次第に従いまして、会議を進めさせていただきます。 

 ただ今の出席委員数は２８名です。過半数に達しており、田辺広域合併

協議会規約第９条第３項の規定を満たしておりますので、本日の会議は成

立いたします。 

 最初に、本日の会議の会議録署名委員を指名させていただきます。龍神

村の糸川景二委員、大塔村の竹中肖之委員、本宮町の中本誠委員、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、次第の３番目、議事に入ります。協議事項の新規提案を行い

ます。この協議第５０号につきましては、これまでと同様に、本日は提案
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説明とこれに対するご質問をいただき、次回の協議会において協議、確認

するということで議事を進めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。それでは、協議事項、協議第５０号「財産の

取扱いについて」を議題といたします。本件について説明を求めます。    

調整一課長。 

事務局課長      それでは、協議第５０号につきましてご説明申し上げます。会議資料

の方は１ページ、そして参考資料の方は２ページをお願いいたします。 

 まず、会議資料の１ページでございます。協議第５０号といたしまして、

財産の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出するものでご

ざいまして、調整方針（案）といたしましては、関係市町村の所有する財

産については、すべて新市に引き継ぐものとする、としてございます。 

 参考資料の２ページをお願いいたしまして、２ページにつきましては、

行政財産、また普通財産としての土地や建物をまとめてございます。そし

て、下段の部分が株券等の有価証券でございます。３ページをお願いいた

しまして、３ページにつきましては、出資金、出捐金の出資による権利を

まとめてございます。４ページにつきましては、貸付金等の債権、地方債

の残高、債務負担の関係、そして一番下が基金でございます。内容につき

ましては、ご高覧をお願いしたいと思いますが、特に基金につきましては、

新市における基金の考え方を後ほどご説明申し上げます「市町村建設計

画」の一部を構成する財政計画のところでご説明申し上げたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

議長         ただ今説明のありました調整方針（案）に対するご質問があれば、お受

けしたいと思います。何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質問等がないようですので、本件につきましては、次回の協議会で協

議、確認をすることといたします。 

 次に、協議第５１号「市町村建設計画について」を議題といたします

本日は、提案説明とこれに対するご質問をいただき、３月１３日の次回

協議会におきましても、引き続き内容に関するご協議をいただきながら、
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その次の３月２７日に予定しております協議会で協議、確認をするとい

うことで議事を進めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、本件について説明を求めます。事務局、計画課長。 

事務局課長      協議第５１号「市町村建設計画」のご説明をさせていただきます。本編

をご説明させていただく前に、先程会長のご挨拶にもございましたけれど

も、「市町村建設計画とは」ということで、改めて私のほうからご説明さ

せていただきます。 

 まず、今回提案させていただいております市町村建設計画（案）です

けれども、これは合併特例法の規定に基づく法定の計画でございまして、

新市のまちづくりのマスタープラン的な計画であります。その内容は、新

市建設の基本方針、あるいは新市建設の根幹となる事業、それと公共施設

の統廃合、財政計画、これらを定めることとされております。それで、本

計画では、５市町村が合併するに当たって、合併特例法に基づき、各分野

における施策の基本的な考え方、方向性等をお示しする内容となっており

ます。先程会長のご挨拶にもございましたが、各分野にわたる具体的かつ

詳細な施策の内容につきましては、この市町村建設計画を踏まえて、施策

の具体化や詳細について、新市において策定される長期総合計画でお示し

することになりますので、ご理解をお願いいたします。なお、本計画につ

きましては、事務事業の調整方針と合わせて、合併の是非についてご判断

をされる根幹的な資料であり、そのため各市町村における合併後の課題と

か新市での期待、展望がどうなっていくかということについて、一定明ら

かにすることとしております。それから、合併特例債の活用とか合併特例

法の財政的な優遇措置の対象となりますことから、後ほど出てきます新市

において想定される事業分について、これについては財政計画を踏まえて、

その内容を位置づけしているところでございます。 

 次に、この会議資料の５ページに掲載いたしております新市で想定さ

れる事業（案）についてでございますが、この新市で想定される事業

（案）につきましては、現在の各市町村において課題となっている事業と

か、新市のまちづくりにおいて重要な事業でございまして、現下の厳しい
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財政状況の中、合併特例債をはじめとする各種制度を最大限に活用して、

財政計画との整合性も図りながら、各市町村においてのご議論やご意見を

踏まえて取りまとめたものであります。 

 次に、先程議長さんのほうからもお話ございましたけれども、この市

町村建設計画の今後のスケジュールでございますけれども、この後、市町

村建設計画（案）のご説明をさせていただきます。それで、本日は委員の

皆様方でご議論いただき、さらに次回の協議会でご議論をいただく予定に

しております。それから、最終的には３月２７日の協議会でご確認をいた

だきたいと考えております。なお、この市町村建設計画につきましては、

合併特例法の規定によりまして、県との協議を必要とされております。今

日お示ししています計画案で県へ事前協議をお願いしているところでござ

いまして、皆様方のご議論と併せて、今後検討を重ねるということになり

ますので、その点も含めてよろしくお願いいたします。 

 それでは、ただ今から担当のほうからご説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

事務局係長      皆さん、こんにちは。事務局計画課山崎と申します。それでは、引き

続きまして、建設計画（案）の内容につきまして、説明をさせていただき

ます。 

 市町村建設計画（案）につきましては、ページ数の関係で別冊となっ

ております。協議第５１号資料ということでご用意をいただきたいと思い

ます。１枚おめくりをいただきまして、目次でございます。市町村建設計

画につきましては、１の「はじめに」から８の「財政計画」まで合計８つ

の項目で構成しております。 

 それでは、まず１ページ目「はじめに」でございます。これは先程来

申し上げておりますが、この計画はどういう計画であるのかということを

定義している部分でございます。具体的には、市町村合併特例法の法律に

基づく法定計画であるということ、もう１点は、合併関係市町村、田辺市、

龍神村、中辺路町、大塔村、本宮町の５市町村が対象であるということ、

それと平成１７年から平成２６年までの１０年間が計画期間であると、こ

のことをここに定めているところでございます。 
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 続いて、１ページ目をおめくりいただきまして、２ページ目でござい

ます。「合併の背景と必要性」というところでございます。ここにつきま

しては、今、我々が置かれている状況、それを踏まえてどういった点で合

併が必要なのかという点につきまして、特にこの地域の状況も一部取り入

れながら説明をしています。まず１点目でございますが、少子高齢化社会

の進展ということで、現在の我が国につきましては、先進国でも類を見な

いぐらい相当速いスピードで高齢化が進んでおります。さらにこの地域に

ついては、その全国のスピードよりもさらに１０年速いスピードで高齢化

が進んでおります。今後の行政運営を考えていく場合には、この少子高齢

化の問題をやはり１つ頭に入れて進めていく必要があるということを考え

ているところでございます。続いて２点目、国・地方を通じた厳しい財政

状況と地方自治制度の改革という点でございます。これは、財政計画に基

づきます財政収支予測を合併協議会で何度も皆様方にご説明をいたしてい

ますけれども、現在の国また地方については、財政状況は大変厳しいもの

がございます。特に、国・地方を合わせまして７００兆円弱という財政赤

字、いわゆる借金でございます。そうしたものをどうしていくのかという

ところが、我が国全体として問題になっているわけですけれども、その中

で、国においては、「骨太の方針」ということに基づいて構造改革が進め

られております。その関係で、特に地方交付税制度、これは当５市町村に

おいてはすべて地方交付税の交付を受けている団体でございます。特にそ

の収入に対する比率が高い自治体もございます。そうした自治体がある中

で、地方交付税制度の削減というのは、今後の財政運営を考えていく上で

大きな問題でございます。具体的には、国全体では、平成１３年度は対前

年度比５％、１４年度は４％、１５年度は７．５％、今度の１６年度は６.

５％ということで、毎年のように減少を続けてきております。５市町村は

と申しますと、３年間、平成１２年度から平成１５年度の３年間で約１

６％減ってきていると。これを今後地方交付税の削減という流れに対応し

ていくためには、今までより以上に財政を効率化して、行政の体質を強化

しないといけないというところが、１つ課題としてあると考えております。

続いて３点目、地方分権の進展と地域間競争時代の到来ということでござ
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います。既に皆様方もご承知のように、地方分権一括法といいますのが平

成１２年度に施行されておりまして、もう既に地方分権時代というのが始

まっている。これはご承知のことと思います。その中で、地方分権時代の

自治体として何が求められるのかといった点でございますけれども、特に

自己決定、自己責任といった点が求められるわけでございます。それと同

時に、そうした自己決定、自己責任ということに対応していこうとすると

なると、行政の体制もやはり高度な専門知識を有した職員、あるいは組織

的に対応していくための体制づくり、こういった点が必要になってくると。

そのためにも合併が必要であるということをここでは考えております。 

 １枚おめくりいただきまして、４ページでございます。住民ニーズの

高度化・多様化という点でございます。先程ご説明いたしました少子高齢

化以外にも、ここへは情報化でありますとか国際化、石油環境問題、循環

型社会の形成、男女共同参画社会の形成といったさまざまな社会、住民が

求めるニーズというものがございます。しかし、特にこの市町村の中でも、

市町村が行っているサービスというのは、市も町も村も基本的には変わり

はありません。ただ、やはり抱えている人口によって、市町村の職員数が

少ないところでも、同じメニューをこなさないといけない。これは行政運

営では大変厳しい状況がございます。そうしたことへの一定の対応が今後

求められるというのが１点。それと、もう１点といたしましては、ＮＰＯ、

ボランティアといったいわゆる新たな住民活動、それに、当然今まで培っ

てきました自治会、町内会といった地域に根差した活動、こうした活動が

今まで我々の地域にあるわけですけれども、今後は行政も協働のまちづく

りといいますか、住民参画をいかにしていくか、まちづくりに住民の方に

いかに参画していただくか、これが今後の社会、新市づくりの課題となっ

ていると。こういった点をこのページでは整理しているところでございま

す。 

 続いて５ページ目からは、「新市の現況」でございます。この部分につ

きましては、昨年１月、さらには一昨年１２月の合併協議会で素案の中間

報告をさせていただいた部分から、その時点は８市町村だったわけですけ

れども、５市町村に修正した部分でございますので、ポイントだけ簡単に
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説明させていただきます。まず、新市の面積ですけれども、合計で１,０

２６平方キロメートルでございます。これは、合併をいたしますと、現在

の存在する市では、全国で４番目の広さになるというぐらいの広い地域で

ございます。それに伴いまして、例えば土地利用で言いますと、森林の面

積が約９０％を占める、でありますとか、平均気温で言いますと、１３.

５度から１７.２度といった形で、これは観測所別ですので、地域によっ

ては、もっと差があるのかも分からないですけれども、それぐらい広い地

域であり、気候の違いもある地域であるということが、こうしたデータか

らも判別できると思っております。 

 １０ページをおめくりいただきたいと思います。１０ページにつきま

しては、人口について少し詳しく書いております。先程も合併の必要性、

背景のところで、人口の少子高齢化のことについて触れておりますけれど

も、現在の５市町村の人口につきましては、過去からの数字で見ますと、

田辺市はほぼ横ばい、町村においては減少傾向が続いているという状況で

ございます。１１ページの真ん中の表をご覧いただきたいと思いますけれ

ども、現在の市町村の高齢者人口の比率、年少人口、いわゆる１４歳以下

の人口の比率をここへ書いております。高齢化の一番低いのは、やはり田

辺市で２０.２％、一番高いのは本宮町の３７.３％でございます。 

 ここで１つ説明ですけれども、そうしたらこれらを支えていく世代と

いうのが、１つ上の生産年齢人口というところがございます。例えば、田

辺市であれば６３.６％ということなんですけれども、これであると、高

齢者１人を約３人で支えるという形の計算になります。逆に本宮町さんに

なりますと、生産年齢人口が４９.３％でございますので、約１.３人で高

齢者１人を支えると。これが合併をいたしますと、その上の表になります

けれども、平均化されまして、２.７人で１人の高齢者を支えていくとい

うことになります。この点が、やはり合併をしていく中で、共に支え合う

といいますか、地域みんなで高齢者を支えていく、そうしたまちが実現す

るというところが、こうした統計数字でもあらわれているというふうに考

えております。将来の推計人口ですけれども、やはり、少子高齢化は進ん

でおりまして、将来３０年後については、現在より約２割ぐらい少なくな

 －9－



るという予測がされておるところでございます。１２ページ、１３ページ

は就業人口でございます。特にこの地域で特徴的なのは、１次産業の従事

者が多いということでございます。全国平均としては５％で、この地域は

１４.４％、約９％余り、全国平均よりも就業者の人口が高いというのが

この地域の特徴でございます。 

 それでは１４ページ、おめくりいただきまして、「新市づくりの基本方

針」ということでございます。これが先程申し上げました合併特例法に基

づく位置づけなければならない１つの柱、新市づくりの基本方針の部分に

なります。新市の将来像につきましては、「自然と歴史を生かした新地方

都市の創造～協働と交流による自立した新市をめざして～」ということと

いたしております。先程会長の挨拶にもございましたが、「新地方都市」

の定義でございますが、これにつきましては第２段落目にございます。社

会経済活動における効率性・利便性を重視して、新しいものを追求する価

値観、これがいわゆる効率性。今までの２０世紀でよく言われた大量生産

とか、新しい技術を求めるというそうした価値観であると思います。もう

一つは、自然のリズムや多様な地域資源、歴史を再認識し、万事手間暇を

かけて物事を深く追求するという価値観。これはそうした２０世紀の反省

といいますか、物から心へという部分もあるのですけれども、そうしたこ

とで、やはり昔ながらの我が国の持っている文化の良さ、特に我が国には、

自然のリズムという部分でも少しお分かりかと思いますけれども、四季の

移り変わりがあります。また、我々の生活においては、１日、朝日が上っ

て、夜日が落ちてという、１日の生活の中にもリズムがございます。そう

したもともと人間が持っている固有のリズム、それをやはり大切にしなが

ら、まちづくりをしていく、いろんな物事を追求していくというのが、も

う一つの必要な価値観であろうというふうに思っております。これは、２

つは別々のものなんですけれども、１人の人間、あるいは今後の社会を考

える上で、どちらがいいということではなくて、その時その時に応じて、

その価値観を適用していく、そうした柔軟な考え方が今後のまちづくりに

は必要なのではないかというふうに考えております。そうした意味で、お

互いの必要性を認め合う、良さを認め合う、尊重し合う、さらには競い合
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う。これは競争ということではなくて、お互いの価値観の良いところをよ

り高め合うという意味を込めております。そうしたことをしていくという

ことが基本理念として押さえをしております。新市の将来像につきまして

は、この基本理念を踏まえてまちづくりを進めていくということでござい

ます。５市町村の中には、自然、歴史、文化といった、特に「癒し」とい

う言葉に代表されますが、皆さんの心とか身体を癒す、そういった地域資

源がございます。また一方、都市的サービス、先程の商業、サービス業、

医療、行政機関、文化、さまざまな機能が中心都市地域にはございます。

これはそれぞれ大変いいもの、特徴的なものであると考えております。こ

れらのそれぞれの特徴ある自治体、地域が合併して１つになっていく、１

つのまちになる。そうすることによって、特にいろんな価値観を持った人

に対応できる、そうした価値観を持った人にとって、よりよい生活が送れ

る地域になっていくのではないかと。先程会長も申し上げておりましたけ

れども、新地方都市の創造の「新」、新しい「創造」というのは、これか

ら今までになかった地方都市、中心市の田辺市が現在でも地方都市という

部分ではあるんですけれども、やはりこの山村地域の地域資源と結びつく

ことによって、さらによりよい地方都市として発展をしていけるというふ

うに考えています。そして、特に、合併を契機として１つのまちになるわ

けですから、これは新市の住民の力を結集して、新しいまちをみんなでこ

れからつくっていくんだという、そういう願いを込めた将来像となってお

ります。 

 １４ページの中段以降は、この地域の具体的な資源を書いております

のでご覧いただきたいと思います。ただ、新市のまちづくりというのは、

我々の持っている資源だけでは考えられないというか、それだけで考える

べきではない。やはり、近隣地域、例えば白浜温泉であるとか、枯木灘、

南部の梅、そういった近隣地域の資源もございます。やはり、今後のまち

づくりを考えていくときには、こうした新市の資源、さらには近隣地域の

資源も含めてまちづくりを考えていく、こういったことが重要であろうと

いうふうに考えております。その上で、どういったことに注意をするとい

うか、どういったところに重点を置いていくのかというのが、このサブタ
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イトルにあります「協働と交流」というキーワードでございます。協働と

申しますのは、地域内の、例えば住民、企業、行政といった形がまちづく

りをしていくためには、パートナーシップの精神に立って、役割分担、あ

るいは連携をしながら進めていくことが重要である、これが協働の定義で

ございます。もう１点、交流でございます。これは、観光でこちらへ来て

いただく方、例えば今現在も行われておりますけれども、都市と農村・漁

村との交流といった点もあります。それ以外に、Ｕターン、Ｊターン、Ｉ

ターンでこちらへ定住されている方もいらっしゃいます。それ以外に、こ

ちらにはお住まいではないんですけれども、例えばこちら出身であるとか、

何かの関係でこの地域にゆかりがあって、この地域の発展を願ってくださ

る方々がやはり全国にはいらっしゃいます。そうした方々との交流、その

中には知恵でありますとか技術、情報といった点があると思いますけれど

も、そうした方々との交流というのも今後の地域づくりでは重要な柱であ

ろうと思います。協働をみんなで進めていく中では、やはり、地域にない

知恵が欲しい、そうしたら交流になります。交流をすることによって、ま

た、その地域外の人と一緒になってまちづくりを考える。そうした中で協

働ということが新たに生まれます。この協働と交流というのが、やはり相

乗効果、お互いに助け合って、刺激し合っていくということが、今後のま

ちづくりでは重要なんだというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、１ページおめくりいただきまして、１６ページ、１７ペ

ージでございます。新市づくりの柱ということでございます。新市づくり

の柱につきましては、４本の柱を考えております。１点目、活力ある利便

性の高い新市づくり、ということで、これは産業振興の分野と交通・情報

通信分野の柱でございます。もう１点が、安全で快適な暮らしができる新

市づくり、ということで、これは防災と環境を中心とした柱でございます。

３点目が、元気で安心して住み続けられる新市づくり、これは教育と福祉

が柱でございます。基本的には、この３本柱を基本にしながら、４本目の

柱、住民参画と行政改革による新市づくり、これはどの柱ということでは

なくて、今後のまちづくり、行財政運営すべてに関連するということで、

少し今までの３つの柱とは趣を異にするんですけれども、重要な柱である
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ということで位置づけをいたしております。ここの各個別の項目につきま

しては、後ほど出てきます２７ページ以降に具体的な施策を記載しており

ます。それらをまとめて基本的な考え方、基本的な方針をここへ集約した

形で掲載をいたしておるところでございます。 

 続きまして、１８ページでございます。「新市づくりの特徴的施策」と

いうことで、ここからがいわゆる具体論に入っていくという部分でござい

ます。新市づくりの特徴的施策は、大きくは２つに分けております。新市

“創造”プロジェクトという部分と主要施策という部分の大きな２つがご

ざいます。１年前の中間報告の段階では、これに加えまして、共通プロジ

ェクトという柱を位置づけておりました。ただ、その中には消防であると

か電算といった、合併すれば当然やらなければいけないという事業もござ

いますので、今回はそうした事業につきましては主要施策の中にそれぞれ

位置づけをしていくということで、創造プロジェクトと主要施策の２つに

分けているということでございます。特に創造プロジェクトについては、

自然と歴史を生かした新地方都市の創造、これを進めていくため、特に産

業、経済、地域の活性化という点に視点を置きまして、特にその結果がや

はり就労場所の拡充でありますとか、若者等の定住といったことにつなが

っていく。決定的にどこまでいけるのかという問題はあるのですけれども、

やはりそうした重要な事業をここへ創造プロジェクトとして、３つのプロ

ジェクトを挙げておるという状況でございます。 

 創造プロジェクトの１点目、観光グレードアップ・プロジェクトでご

ざいます。観光につきましては、今回のまちづくりを考える上で、各市町

村長さんのヒアリング、いろんな形で各方面からいただいたご意見の中で、

やはり今後のこの地域の機軸の産業というのは観光であろうということで

いただいております。それを踏まえまして、まず１つ目のプロジェクトと

しては、観光を挙げたわけでございます。特に現在国においては、観光立

国政策ということで、積極的に観光を進めております。ただ、国全体を挙

げて進めておるということは、我が国が他の地域に勝ち抜かないとなかな

か地域の観光を振興するということにはつながっていきません。やはり、

そうした意味では、この紀南の観光地としてのブランドを強化していく必
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要があろうかと思います。 

 特に、その中で４本の柱を考えております。１点目は、観光メニュー

の充実ということでございます。現在、この５市町村では、多彩・多様な

観光メニューが提供されております。それらを住民のニーズに合う形、ま

た、こちらの売りは何なのかといった形で見直しをしたり、新たに開発を

したり、そうした点が１つ重要なんだろうというふうに思っております。

２番目の柱といたしましては、地域連携の強化ということで、これは観光

協会をはじめとして、例えば語り部の団体の皆さんがいらっしゃいます。

そうした団体の皆さんが、１つのまちとなって、１つの観光地として連携

を強化していただくと。そういった点が重要であろうと。それと同時に、

これだけ多様なメニューがございますので、今の観光メニューを複合化し

たり、観光コースをまた充実したりといった可能性がありまして、それが

テーマ別、例えば季節によったコース設定であるとか、逆に対象者別、家

族連れを対象にした観光メニューの提供であるとか、そうした点が今後可

能であると思いますので、そうしたことを進めていく必要があるというふ

うに考えております。３番目が受入体制の充実でございます。特に今回は

ビジターセンターという言葉で、特に田辺駅前、あるいは本宮町といった

ところに具体的にビジターセンターの整備・充実ということを考えており

ます。観光で訪れる皆さんにとりまして、なれない土地での観光、特に通

常観光ガイドブック等で出ていない情報でありますとか、例えばこちらで

語り部の方といろいろ教えてほしいけれども、どうしたらいいのだろうと

いったところにつきまして、その観光客に即時対応できるような体制が必

要であろうと。そうした形でビジターセンターの強化、あるいは、現在ご

ざいます道の駅等の強化というところが重要であろうと思っております。

そうしたことも含めまして、あとは当然語り部の育成でありますとか、そ

うした団体の育成、さらには観光地でのトイレや駐車場、案内板、あるい

は熊野古道散策の時の車の移動のサービスとか、そうした形で観光客の利

便性の向上といったことも含めまして、受入体制を今後充実していく必要

があるというふうに考えております。それらを踏まえまして、４本目の柱

といたしましては、観光情報発信の強化ということで、やはり今後は観光
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情報もインターネットの技術も活用して、皆さんにとって便利なような形

で提供していく、またマスコミもタイアップといいますか、連携してより

この地域のイメージがアップできるような形での戦略展開が必要であろう

というふうに考えているところでございます。 

 続きまして、２１ページ、第１次産業を核とした定住促進プロジェク

トでございます。定住促進につきましては、特に過疎化、高齢化の進む地

域の本当に大きな課題、深刻な課題であります。ただ、現在、日本全国で

は、都会にお住まいの方が地方に新天地を求めるといいますか、新しい住

まいを求めて移住をされるというケースが近年増えてきております。当然、

それに呼応する形で地元主導、あるいは行政と地元が連携してＵターン、

Ｊターン、Ｉターン、こういった方の受け入れを積極的に進められている

地域もございます。そうした方々が地域に住むことによって、地域の活性

化、これはなかなか具体的にどうだということには言いにくい点もあろう

かと思いますけれども、やはり、いろんな形で地域が元気になるといいま

すか、地域が良くなっていくと、そういう結果を生み出しているというふ

うに理解をしております。特に、和歌山県では、新ふるさとづくりという

形で、現在都市生活をされている方が地域へ住めるようなさまざまな施策

を展開されております。有名な緑の雇用事業といった点もございますし、

あと、農業版の緑の雇用事業といいますか、農業をやってみようプログラ

ムといった形で、県としても大変重点的に進めていただいているところで

ございます。やはり、こうした全国的な流れ、本県の取り組みの状況も踏

まえながら、この定住促進の取り組み、特にこの地域は先程も１次産業が

全国平均に比べて就業の割合が高いというふうに申し上げましたが、この

場合、別に１次企業以外で定住したらだめだということではないのですが、

１次産業を核として定住を進めていくということをこの地域でも考えてい

く必要があるというふうに考えております。具体的に、２２ページ、２３

ページの方でございます。これも４点ございます。まず、１次産業を核と

する以上、やはり、その基本となる１次産業の活性化、これは不可欠でご

ざいます。１次産業の活性化につきましては、現在も各市町村で長年にわ

たって取り組みが行われてきております。そうした取り組みを踏まえなが
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ら、さらにその取り組みを充実していく、強化していく、そうした点が重

要であろうかというふうに思っております。それに加えまして、現在県の

方で進めていただいている緑の雇用事業をはじめとした就業の機会提供と

いいますか、就業支援といった施策も有効に活用しながら、こちらのほう

では、やはりＵターン、Ｊターン、Ｉターンの情報を全国に積極的に発信

していくと。こちらは定住してくれる人を望んでいますよという情報発信

が重要なんだろうと思います。その上で、特に重要と思われますのは、各

地域としての受入体制、これは新市全体ということもありますし、旧市町

村単位、もっと言えば、もっと小さい自治会でありますとか集落単位、い

ろんな形での受入体制があると思いますけれども、そうした地元主導とい

いますか、地元の方々が都会から来ていただいた人を温かく向かえ入れて

くれる、生活がしていけるように支援をしていただける、そういった受入

体制の充実というのが必要なのだろうというふうに考えているところでご

ざいます。 

 続きまして、２４ページでございます。公益を担う官民協働プロジェ

クトということでございます。今までのまちづくりというのは、先程の住

民ニーズの高度化・多様化のところで申し上げましたが、時代が進むにつ

れまして、いろんな行政課題が発生してきております。それに呼応する形

で、行政もやはり人材の配置でありますとか、体制の強化といった点で今

までは対応してきておりました。ただ、今後は厳しい財政状況、特に財政

計画の中では、職員数も減らしていかないと、なかなか計画が樹立できな

いという状況の中で、今後行政だけでどこまでできるのかというのが大変

な問題となっております。その一方で、これも先程申し上げたんですけれ

ども、もともとある自治会といった地元密着型の活動に加えまして、ＮＰ

Ｏ、ボランティアによりますいろんな社会的な公益活動というものがござ

います。それらがそれぞれの団体の特性に応じて活動が広がることで、こ

れからの地域が元気になっていくと。そうしたまちづくりを進めていくと

いうふうに考えております。それを進めていくためには、やはり官民協働

といった点を中心に考えて、今後のまちづくりを進めていく必要があると

いうふうに考えております。具体的には、これも４本の柱がございます。
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２５ページ、２６ページでございますけれども、まずは、まちづくりは官

民協働で進めていくと。これをやはり行政も住民の皆さんにも、共々共通

認識、共通理解をしていくと。そうした点がまず１点目必要であろうと。 

 その上に立ちまして、例えばＮＰＯ、ボランティア、自治会、いろん

な地域づくり団体、さまざまな団体がございます。こうした団体が活動し

やすいような支援体制の整備でありますとか、あるいはコミュニティビジ

ネス、これは従来のボランティアからまた一歩進んだ形で、全国的に大変

注目をされているのですけれども、例えば高齢者の生活であるとか、子育

ての支援、いろんな環境保全といった分野で、ボランティアよりは進んだ

形で少しビジネスの手法、ある程度収益も得ながら継続的にサービスを提

供していくといった事業が全国的に大変今注目をされております。そうし

た事業もこの地域で取り入れていくということを１つ考えております。 

 ただ、例えばこうした活動団体でありますとか、コミュニティビジネ

スの支援といいましても、特にこれを進めるのは人でございます。やはり、

この中核となる人、活動していただける方、こうした人々をどうやって育

てていくのか、どうやってそうした人材を確保していくのかといったとこ

ろが大変重要になっておりますので、４本目の柱といたしましては、人材

育成と人的交流の拡充の支援といったところを４つ目の柱にいたしている

ところでございます。以上が創造プロジェクトということで、観光、定住

促進、官民協働といった３つのプロジェクト、これは先程来申し上げまし

たけれども、やはり地域の振興、経済の活性化といった点につなげていく

ような考え方を持っているプロジェクトでございます。 

 続きまして、２７ページからの主要施策でございます。これは、先程

の新市づくりの柱のところで申し上げました点につきまして、具体的な項

目、行政の分野について細かく書いているところでございます。ただ、こ

れにつきましても、やはり、基本的な方針といいますか、考え方をまずは

整理して、その上で新市で実施する主な事業ということで具体的な事業名

を挙げております。これは、参考資料の５ページにございます新市で想定

される事業というのが大変多くございます。約１００事業ぐらい別表では

あるんですけれども、なかなか全部載りませんので、特に幾つか絞った形
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で掲載をさせていただいているという状況でございます。もう１点、この

主要施策の個別事業につきましては、県に行っていただける事業について

も掲載をいたしております。この個別事業につきましては、後ほど県事業

のところで出ますので、再度説明をさせていただきますけれども、そうし

た基本的な構成になっております。この事業は、もともと市町村が行政課

題として持っていた事業、あるいは合併によって必要となる事業、そうし

た大きく分けて２種類の事業をここへ盛り込んでいるところでございます。 

 先程共通プロジェクトがこの中へ集約されたという説明をさせていた

だきましたけれども、そうした点を中心に幾つか重要な点につきましてご

説明をさせていただきたいと思っております。まず２９ページでございま

す。共通プロジェクトでは道路ネットワークのプロジェクトとして挙げて

おりましたけれども、この部分につきましては、交通・物流の幾つかの柱

に従って、ここへ組み込みをしております。特に１点目、２点目、３点目

の道路の部分がその部分に当たります。特に新市では、幹線道路、主要道

路の整備の促進に努めるといった形と、重要路線として真砂三栖道路等の

実現に向けた取り組みを進めるといった点を基本的な考え方として位置づ

けしております。当然それを補完する身近な道路の整備も進めていきます

よということで、各市町村の市道事業については、大変たくさんの事業が

想定される事業として挙がっているところでございます。 

 続きまして、３０ページでございます。２つ目の項目、情報通信基盤

の整備事業でございます。これは、この地域では、やはりテレビの難視聴

の問題、それとインターネットの高速接続の問題、これが新市内では大き

な情報通信基盤の格差になっております。これが新市では大きな行政課題

ということで考えております。ただ、ここでＣＡＴＶ等と書いております

けれども、今現在は、例えば本宮町さんが加盟しておられる第三セクター

方式によるＣＡＴＶ事業もございますし、今後いろんな新しい技術の開発

もございます。当然、こちらへ進出されるかどうかはまだ分からないです

けれども、民間事業者の動向でありますとか、特に国の補助金を受けよう

とすると、広域単位での指定といったこともありまして、広域圏での連動、

当然新市の財政負担も考えていかなければならない。その中で、やはり、
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今後情報通信格差をどうしていくのか、それをどうやって実現していくの

かということで、その実現に努めますという形で期待をしているところで

ございます。 

 続きまして３１ページ、ここからが防災と環境の柱になります。その

中で、特に消防無線、消防緊急通信指令システム、これは合併して１つの

消防本部になるためには、指揮命令系統を一本化する必要があります。そ

のための基本的な指令基盤として、無線と１１９番を受ける緊急通信指令

システムの統合が必要であるという状況でございます。当然、その次にご

ざいます防災行政無線につきましても、現在、各市町村において整備がさ

れているところでございますが、集中管理体制の整備を図っていく必要が

あるという点が事業としてございます。 

 次に、３２ページ、廃棄物とリサイクルでございます。これも共通プ

ロジェクトとしてありました廃棄物処理についてでございます。これは、

紀南地域廃棄物処理促進協議会において、具体的に整備、この前は確か中

間報告がなされたと思うのですけれども、そうした取り組みが進められて

おります。それを踏まえて、広域的な処理の実現を進めていきたいという

ことでございます。 

 続きまして、３４ページ以降が教育・福祉の柱でございます。ここに

つきましては、特に経常的なサービス部門といいますか、事務事業の調整

のほうで一定提案をさせていただいている項目がありますので、それらを

包括した基本的な考え方を取りまとめているという状況でございます。 

 最後に、続きまして３８ページが、住民参画と行政改革による新市づ

くりということで、住民参画の部分については後ほどご説明させていただ

きますけれども、地域振興基金の造成、そして前回の協議会でご確認をい

ただきました地域審議会の設置、こうした点について具体的に位置づけを

いたしております。行政改革については、当然長期展望に立った健全な財

政運営、また行政改革であるとか、職員の能力開発、これは今の時代、当

たり前のことではあるのですけれども、一定これらも今後重要な柱である

ということで位置づけをしているところでございます。 

 続きまして、３９ページでございます。「新市における和歌山県事業の
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推進」という部分でございます。合併特例法では、都道府県は市町村合併

の支援を行わなければならないといったことで、和歌山県においても我々

の地域の合併に際しまして、大変厳しい財政状況の中、具体的な支援施策

を打ち出していただいております。大きく分けて３点ございます。まず、

１点目が県事業の実施でございます。県事業はさまざまあるのですけれど

も、特に道路の整備といった点が、１,０００平方キロメートルを超える

この地域では大変重要な柱であるということで、事務レベルで相当協議を

積み重ねてまいってきております。そうした中で、ここにある事業につい

ては、一定進めていくよということでご理解いただいておりますし、特に

ここに載っていなくても、必要な現道対策については、やはり積極的に推

進していくというようなことで、県の当局は考えていただいているという

ことでございます。それ以外に、国の合併支援プランに位置づけられまし

た補助事業がいくつかあります。これにつきましても、やはりこの地域で

有効活用ができるよう積極的に働きかけをしていただけるということ。３

点目といたしましては、これは県単独の財政支援施策として、電算システ

ム統合でありますとか、あるいは合併の包括的な財政支援ということで、

合併関係市町村１億円、この地域で言いますと５億円の県単独の補助をい

ただけるというふうになってございます。 

 続きまして、４０ページでございます。「公共的施設の統合整備と適正

配置」ということで、これも合併特例法に規定された項目でございます。

ここにつきましては、具体的にどの施設をどうするということではなくて、

住民生活に急激な変化がないように、例えば利便性、地域の実情、あるい

は財政事情といったことを考慮しながら、検討を進めていくという基本的

な考え方のみをここに掲載しているという状況でございます。 

４１ページからが「財政計画」となります。財政計画につきましては、

調整一課の松川課長から詳しい説明をいたしますので、よろしくお願いい

たします。 

議長         調整一課長。 

事務局課長      それでは、もう少しお時間をいただきまして、最後の「財政計画」につ

きましてご説明申し上げます。資料の４１ページでございますが、この
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財政計画は、建設計画の一部を構成するものでありまして、合併特例法

によりまして策定しなければならないものとされてございます。そして、

基本的な考え方といたしまして、普通会計ということで、水道事業であ

るとか、また国保事業等の独立採算的なものを除きました行政の基本的

な会計といたしまして、歳入歳出について、過去の実績や人口推移等を

勘案したものに、新市で実施をいたします各種行政サービスや建設計画

に位置づけられます事業を加えたものでございまして、基本的に合併後

１０年間を前期、後期の５年ごとに分けてお示しをしてございます。こ

れが４３ページの表でございますが、算定に当たりましての基本的な考

え方を４１ページの方にまとめてございますので、主な点をご説明申し

上げたいと思います。 

 まず、歳入についてでございますが、②に地方交付税というのがござ

います。この地方交付税につきましては、交付税改革による影響という

ことで、段階補正の見直しであるとか、また、平成１６年度の地方財政

計画というものが先程国の方から示されてございますが、これにつきま

しては、例えば交付税につきましては、前年度比６.５％の減、そして、

振替措置であります臨時財政対策債につきましては２８.６％の減といっ

た大変厳しい内容につきまして、反映をさせていただいております。そ

して、④でございますけれども、国庫支出金、県支出金ということでま

とめてございます。基本的には、過去の実績等により算定をしたものに、

建設事業計画分を加えたものでございますけれども、これにつきまして

も、地方財政計画のほうで示されました、例えば、公立保育所の負担金

であるといった国庫負担金の見直しが行われまして、一般財源化をされ

まして、所得譲与税という暫定措置の中で対応しているといったことも

反映をしてございます。 

 続きまして、４２ページでございます。４２ページにつきましては、

歳出の主な考え方を示してございます。まず、１点目は人件費でござい

ますけれども、人件費につきましては、合併後、退職者の補充を抑制す

ることによる一般職職員の削減としてございます。これにつきましては、

財政計画上は、合併後１０年間で１８０名程度の削減を考えてございま
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す。あくまでも財政計画上でございますけれども。そして、具体的な手

法といたしましては、退職者に対して３分の１を補充していくといった

形の中で、１０年間で１８０名の削減としてございます。続きまして、

③の扶助費でございます。扶助費につきましては、これも基本的には過

去の実績等により算定をしてございますが、ただし、今度新市となりま

すと、新市全体で福祉事務所の設置をしていかなければならないといっ

たことから、例えば生活保護費であるとか、児童扶養手当であるとか、

障害者の支援費関係であるとか、そうした義務的な負担が増加してまい

りますので、この点も反映してございます。そして、⑤の公債費でござ

いますけれども、公債費につきましては、平成１６年度までの地方債に

係る償還額に、当然ながら平成１７年度以降の建設計画事業分の起債の

償還見込み額も加えて算定をしてございます。そして、⑧、最後の方で

ございますけれども、投資的経費につきましては、市町村建設計画事業

分に加えまして、経常的な普通建設事業等も見込んでございます。 

 ４３ページは、このような考え方に基づきまして算定をまとめたもの

でございます。まずトータル的な数字からご説明を申し上げますと、下

段の歳出の方の右の下の隅の数値でございます。歳出合計といたしまし

て、１０年間のトータルで４,０２２億円となってございます。これは１

０年の合計でございますので、１年当たりにいたしますと４０２億円と

いうことになってまいります。参考に、平成１４年度決算における５市

町村のトータルの額が４５０億でございましたので、その９割程度とい

ったことになってまいります。そして、歳入につきまして、自主財源比

率というのがございます。自主財源比率につきましては、この１０年間

の数値で算定をいたしましたら３０.４％といった形になります。そして、

歳出につきましては、人件費、扶助費、公債費というのがいわゆる義務

的経費といったことになりますけれども、この義務的経費の比率につき

ましては４７.４％となります。そして、もう１点、投資的経費でござい

ますけれども、１０年間のトータルで７９８億となってございますけれ

ども、１年当たりにいたしますと８０億ということでございます。これ

は１４年度の、これも５市町村の実績と比較いたしますと、５市町村で
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は、１４年度は１３２億でございましたので、８０億となりましたら、

６割程度といった形の中で抑制してございます。そして、この財政計画

につきましては、以前からご説明を申し上げております収支予測をもと

に算定をしてございます。この収支予測から財政計画に至るまでの経緯

につきまして、別添参考資料の６ページにまとめてございますので、ご

覧いただきたいと思います。 

 参考資料の６ページでございますけれども、財政計画の概略図という

ことで、３つの円の形でまとめてございまして、左側の部分が収支予測

の部分でございます。そして、右側の部分が財政計画ということでござ

います。ここで主なところをご説明申し上げますと、真ん中の円に至る

までの現時点の補正というのが３点ございます。１点目は、収支予測の

関係から合併特例債の歳入歳出を一たん外してございます。そして、２

番といたしまして、歳入の補正と真ん中のあたりにしてございます。こ

れにつきましては、先程もご説明申し上げましたように、平成１６年度

の地方財政計画を反映してございまして、普通交付税の削減であるとか、

臨時財政対策債の３年間の延長、また、三位一体改革の影響といたしま

して、国庫負担金の見直しの関係をまとめてございます。そして、この

歳入の補正につきましては、１０年間で１０５億円の減となっておりま

す。これに対しまして、歳出につきましても、基本的には交付税の考え

方が、今、国の考え方が、経常経費につきましては行政の効率化を促す、

そして、投資的経費につきましては抑制をしていくといった考え方をも

とに、歳出につきましても補正をしてございます。２点目の物件費、補

助費等の減ということで、物件費、維持補修費につきましては、平成１

８年度に３％を削減、そして、補助費につきましては１年遅れで平成１

９年度に３％を削減としてございますし、一番下の部分でございますけ

れども、投資的経費の削減ということで、経常的に必要な投資的経費を

２５％程度削減としてございます。こうした３つの補正をすることによ

りまして、真ん中の円のところでございますけれども、経常的な行政活

動を行った上で、差し引き額１４７億円が出てくるといったことになり

ます。財政計画につきましては、この１４７億円を使って、市町村建設
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計画事業への反映であるとか、事務事業の調整による影響といったこと

で財政計画を組み立ててございます。右側の円でございます。財政計画

の歳出総額といたしましては、１０年間で４,０２２億円でございます。

内訳といたしましては、建設計画分は、上の部分でございますけれども、

トータルで７８０億円、そして、経常的な行政経費につきましては、事

務事業の調整分も加えまして３,２４２億円となっております。 

 １枚おめくりいただきまして、先程の財政計画が５年ごとの数値で、

５年単位の数値で表しておりましたが、７ページにつきましては、年度

ごとの計画としてまとめてございます。ただし、ここでご留意いただき

たいのは、まず、歳入面につきましては、交付税であるとか、国庫負担

金、こうした国の制度の動向が大変不透明な時代となっております。そ

してまた、歳出面につきましては、特に投資的経費につきまして、事業

実施に当たっての条件整備といったものが不確定といった要素もありま

す。こうしたことから、この年度ごとの計画につきましては、あくまで

現時点での押さえた数値といったことでご留意をいただきたいと思いま

す。 

 そして、資料の８ページでございますけれども、８ページにつきまし

ては、基金の状況をまとめてございます。財政計画につきましては、当

然ながら、財政調整基金であるとか、減債基金であるとか、そうした基

金の繰入れで対応しているといった部分もございます。そうしたことか

ら、基金について参考資料をまとめてございますが、８ページの資料に

つきましては、５市町村の基金の現状と平成１６年度末の見込みとして

まとめてございます。これで一番右下の隅の数値をご覧いただけました

ら、大変細かい数字で申し訳ないんですけれども、５市町村全体で１６

年度末の見込みは１１４億円となってございます。この１１４億円を使

いまして、新市における基金の考え方を９ページの方にまとめてござい

ます。主なところをご説明申し上げます。まず、一番上の方でございま

すが、財政調整基金、減債基金につきましては、新市の財政運営の安定

化のため、標準財政規模の約１５％の額を設置としてございまして、額

につきましては３５億円を持ち寄ることとしてございます。これにつき
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ましては、国の基本的な考え方といたしまして、標準財政規模の１０％

という一定の考え方が示されてございますけれども、やはり新市におき

ましては、先程の交付税等の国の動向が不透明であるといった観点から、

５％を上乗せいたしまして、１５％を持ち寄るといった形にさせていた

だいております。そして、電算統合経費、退手組合に係る清算金につき

ましては、必要経費額を持ち寄ることとしてございます。そして、中段

の特定目的基金でございますけれども、これは、８ページにございます

従来の３４種類の基金の一部を事業等で特定される基金について、額を

持ち寄ることとしております。この従来の基金に加えまして、新市で新

たに設置する基金として、３つの基金を考えてございます。まず１点目

は、仮称としてございますけれども、観光振興基金でございます。この

基金につきましては、取り崩し型といたしまして、先程もご説明を申し

上げました創造プロジェクトの中では、観光施策というのを位置づけて

いるといったことから、観光の施策への活用を考えてございます。２点

目の地域振興基金でございますけれども、これにつきましては、果実運

用型といたしまして、従来５市町村にある教育、産業などの特定目的基

金の使途を含めまして、全体的にこの基金で対応していくといった形を

考えてございます。そして、最後でございます。地域基盤整備基金とい

たしまして、これにつきましては、取り崩し型といたしまして、活用に

つきましては旧市町村単位で実施する基盤整備事業等に充当するといっ

たことにさせていただいております。以上で財政計画のご説明を終わら

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長         ただ今説明のありました市町村建設計画に関するご質問やご意見があ

れば、お受けしたいと思います。何かございませんか。 

 龍神村、Ａ委員。 

Ａ委員（龍神村）   ３点ばかりお伺いしたいと思いますけれども、ページ１５、１６、２

１に載っているわけなんですが、先程説明ありましたよそからの定住対

策ということで、Ｕ、Ｊ、Ｉターンという言葉がかなり出ているわけで

すけれども、かつて龍神村も若者定住促進条例というものをつくりまし

て、２０万、３０万円のお金を出しただけで、よそからの定住が期待で
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きるというものではないと思いますけれども、そういう施策を取り入れ

た中で、今現在、龍神村では、かなりこの施策の恩恵を受けた方がおら

れるわけですし、そういう意味では、この新市におけるＵ、Ｊ、Ｉター

ン施策というものには、かなり期待をしているところですけれども、龍

神村とか、あるいはまた中辺路町あたりがとっていた施策よりも、より

充実したＵ、Ｊ、Ｉターン施策というものが打ち出されるのか、そこら

あたり、将来的な計画の見込み、どういうふうに考えられているかお伺

いしたいと思います。 

 それから、１７ページの福祉の問題ですけれども、先程担当から説明

ありましたが、子供から高齢者、障害者まですべての人々が安心して暮

らせ、生き生きと元気に活動できる新市づくりに努めますと、そういう

文章になっているわけですけれども、特に今後、周辺町村においては、

少子高齢化が進む中で、特にそういう中でも弱者と言われる高齢者の皆

さん方の福祉対策なんですが、先般も申し上げましたように、周辺町村

は、かなり一般財源等もつぎ込む中で、この高齢者の福祉対策なんかは

かなり充実していると思うわけなんですが、これが新市において、急激

な変化というんですか、急激な生活弱者の負担論につながるおそれがあ

るのではないかと心配もしているわけなんですが、やはり、サービスは

高く、負担は軽くというのはあくまでも理想であって、そういうことは

到底望めないわけなんですが、それにしても介護保険料とか国保料を含

めたそういう住民の急激な負担というものができるだけないように、何

されたとしても、軟着陸できるようなそういう福祉施策をお願いしたい

と思いますけれども、そういうことについて、どういうふうに考えられ

ておりますか。 

 それから、３番目に、一番新市の中における重要な建物であります庁

舎につきましては、今のところ全然計画にも載っていないわけなんです

けれども、そういう庁舎を含めた、図書館とか、あるいはまたスポーツ

センターとか、そういう不特定多数の皆さんが利用する施設については、

中心都市である田辺市に置くというのが妥当だとは思うわけなんですけ

れども、そういう広域的な施設については、できるだけ周辺の町村にも
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配慮した、あるいはまた、将来的により大きな合併というものを考えた

中での施設設置ということにもご配慮いただきたいと思うわけなんです

が、そのことについてどのように考えられておりますか。 

 それから、４番目なんですが、これは建設計画の中にも載っておりま

すけれども、新市が誕生した中で一番のビッグプロジェクトであります

田辺市の公共下水道ですけれども、これはずっと以前からこの事業に対

する数字というものがひとり歩きしているような感じがするわけなんで

すが、我々は公共下水道事業というものが田辺市、特に市街地で実施し

た場合に、どれぐらいの総事業費になるのかをお伺いしたいと思います。 

 それから、これに関連するわけなんですが、先般新聞等でも出ており

ましたが、紀南病院の跡地の有効利用ということで、図書館を含めた整

備ということが載っておりましたが、これも内容的にどういうものなの

か、地元の皆さんとの話し合いの中でどういうことが要望されているの

か、そういう点もわかっておればお伺いしたいと思います。以上、４点、

よろしくお願いします 

議長         ただ今Ａ委員から５点ばかりの質問がございましたが、当局の答弁を求

めます。会長。 

会長         私から、基本的な問題についてお答えを申し上げたいと思います。この

定住促進事業ということで、将来的な具体策ということになりますと、こ

れは今まで４町村でそれぞれ基本的な施策をとっておいでたと思いますけ

れども、そういう中での本当に有効な事業が、どういうことが定住促進の

ためにあるのかということを今後十分検討しながら、新しい新市の中で具

体的な肉づけというものを考えていただきたいと考えております。 

 それから、福祉の施策で生活弱者への負担増ということで、国保とか

介護保険の問題がございます。こういう面につきましては、これから国の、

１つは国民健康保険なんかにいたしましても、ご存じのように、老健の方

から国保への切りかえの問題とか、それから介護保険の中で国保の保険料

が占める額の増加とか、いろいろな国の制度改正もございますから、そう

いう点も十分、一方では避けて通れない、そして、医療費につきましては、

国の医療費が大幅に今改定されるということにはならないと思いますけれ
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ども、しかし、老人の医療費がたくさん必要とする年代層の方が多くなっ

ていきますと、どうしても健康保険で負担をしなければならない部分も出

てくると思います。ただ、それが国民健康保険にすべてを転嫁していくと

か、そういうようなことについては、今、委員もおっしゃいましたように、

住民の被保険者の皆さんが負担できる限度内において、しかも、現在の健

康保険の額と将来、１７年、１８年に健康保険税等を負担していただくそ

の額等につきましては、今後十分検討してながら、急激な負担増というこ

とはできるだけ避けていかなければならないのではないかと、このように

考えております。 

 それから、市の庁舎の問題でございますけれども、率直に申し上げて、

現在、合併協議会の事務所もＮＴＴさんの庁舎を借りている状況でありま

すので、どうしても不足が考えられます。しかし、新しい庁舎を建設する

という考え方は、今のところ、この計画でも申し上げましたけれども、入

っておりません。そういうことで、できるだけ現在の庁舎と新規に借りら

れる所、そういったところを考えながら、しかし住民の皆さんにはできる

だけ不便をかけることのないような配慮をしながら、調整をしてまいりた

いと考えております。 

 公共下水道の問題でございますけれども、率直に申し上げまして、人

口７万の市で公共下水道の無いのは、全国的にも珍しい状況であります。

ご存じのとおり、田辺市の場合は、公共下水道の設置をどの範囲でやるの

かということがまず１点ありますし、それから、下水処理場をどこへ設け

るのかという問題もございます。そういうことも論議する中で、とにかく

も田辺市の場合は、川を汚さないということで、芳養川、それから右、左

の会津川の上流から農業集落排水事業等を中心にして事業に取り組んでま

いったところでありまして、ほぼ１００％に近い竣工を見ておりまして、

近くは芳養漁業集落の排水事業等も実施をする形にいたしておりますけれ

ども、この公共下水道につきましては、長年議会でも、また我々も論議を

いたしておりまして、基本的な調査等も進めております中で、この問題に

取り組んでまいらなければならないと思っております。ただ、公共下水道

の場合は、一般財源をできるだけ食わないように、公共下水道自身が１つ
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の独立採算という面もございますから、その設置に当たっては、一般財源

にできるだけしわ寄せにならないような方向を今後求めていかなければな

らないと考えているところでございます。 

 それから、紀南病院の跡地の利用の問題でございますけれども、あの

跡地の利用につきましては、平成１６年度の終わりには紀南病院が完成す

る予定であります。そうしますと、１７年に入って移転をするわけでござ

いますけれども、跡地の利用については、市民の間にもいろいろな意見が

ある中で、私どもといたしましては、２０数名の委員を選んで、跡地利用

のあり方について議論をしていただきまして、近く私のところへも答申を

いただける予定でありますけれども、図書館を中心にした複合的な文化施

設が適当であるという答申をいただけるということでありますけれども、

その規模、建築費等々そういった問題については、一切まだ検討の段階に

入っておりません。現状としてはそういう状況でございますので、ご理解

をいただきたいと思います。以上であります。 

議長         その他ございませんか。龍神村Ｂ委員。 

Ｂ委員（龍神村）   新市づくりの基本方針の項で、この計画書（案）の１４ページで、ご

質問なり、ちょっとした意見を言わせていただきたいと思うんですが、新

しい新市の将来像が２つの大きな考え方、都市部門の効率をかけていく部

分と、それから山間部の自然や歴史をもう一回見直して、掘り起こして、

それを２つ合わせて新しい新市の形づくりをしていくという、このことに

ついては、私はいい方向であって、大変期待をいたしておりますが、この

地域資源を掘り起こし、それを磨き上げ、手間暇をつくり上げていくとい

うこの手法のことで、もうちょっと深めた議論が必要じゃないかなと思っ

ております。と申しますのは、例えば今の山間部の中に、ここの１４ペー

ジの中段にもありますが、この地域の中には埋もれた資源もありますし、

既に歴史的に各地域によって、地域の行政の特色を生かしながら、昭和の

合併以来地域が取り組んで一定の芽を出し、あるいは今後その芽をさらに

伸ばしていくという、芽の出かけた中間地点のものがたくさんあると思い

ます。今の経済の中で、そういう今後の山間部の活性化を図っていく中で、

せっかく今までつくり上げてきたそういう芽を、今後さらに新市が光を当
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てて支援をしていくという、この体制が大変大事であろうと思います。こ

の今までに積み上げられてきた歴史をちょっと振り返ってみますと、やは

り、部分的にはそれを官の部分で支援して、行政がある意味で主導しなが

ら、地域の人材を活用して育成してきたものもかなりあると思いますし、

あるいは、地域の自治組織がそれを開発し、自分らの力で育ててきたもの

もあろうと思いますが、比較的この山間部の今までの行政手法は、あるい

は、今現実に光が出てきている部分については、行政がかなりそういう部

分の掘り起こしに努力をしてきた経過があると思いますし、そこに住む

方々が行政の力を得ながら、その地域で踏ん張って頑張って、あるいはそ

ういう誇りを持ちながら仕上げてきた経過があろうと思います。今、ここ

で新たに新しい市の中でそういう資源を掘り起こし高めていくという中に、

今までの経過というものを十分各地域の、どういう形でここまでできてき

たのかというそこの部分の行政のサイドからの目のつけ方といいますか、

そのことによって、やはりそこに人が住み、定住し、あるいはそのことに

惚れて、町の方々がＩターン、Ｕターンをしてきた、そこの大変抽象的な

部分なんですけれども、私は、その抽象的な部分が、やはりこのまちおこ

しの中で大変大事な部分を占めていくのじゃないか。反面、また、この財

政の厳しい中で、そういう抽象的な部分というのは、今の時点で大変評価

のしにくい、あるいは結果、成果の出にくい、時間のかかる部分にも当た

ると思いまして、そこらの評価の仕方が大変難しいと思いますし、切り捨

てればすぐに切り捨てられていく部分かもわかりませんが、やはり、ある

程度この１０年という１つの全体計画の中で、今まで取り組んできたこと

の部分にも、あるいはそのことによって支えられてきた、そこに住んでき

た人々の思いなり、これからそれをやっていこうという、比較的高齢の

方々のそういうパワーについて、今ここで一気に効率化へ向けての１つの

考え方で調整を仕切っていくことについて、何かもう一つ私ども、今まで

の流れがそこで一たん途切れていくような感じもしますし、そのことが新

たな市にとって不利な、財政的に、総合的に成果の上がりにくい方向にな

るんじゃないかという危惧も思いますので、どうかそのあたりについて、

今までの調整の方法、それから今後の建設計画の方向、このあたりを１回
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そういう部分で、この基本方針の理念、将来像の焦点に合わせて、もうち

ょっと議論を深めたり、確認し合いしていただけたらと、そういうふうに

思いますので、大変抽象的な話なんですけれども、会長さんのお考えにつ

いてもちょっとお聞きをしたいなと思いますし、調整のほうなり、あるい

は計画のほうなりにももしご意見があったら、是非お伺いしたいなと思っ

ております。えらい突然で失礼ですけれども、お願いします。 

会長        ご質問をいただきました。決して抽象的なものとして受けとめてはござ

いません。地域の大変重要な部分であろうと思います。ただ、ここには、

やはり長い歴史と伝統の中に育ってきて、そこに皆さんが生活をされて、

それが今日に息づいている。そして、そういうものが非常に重要なものが

ありまして、そういう中から効率性、採算性というものだけで切って捨て

るようなことは絶対しないでほしいという委員さんのご意見もその中に含

まれているかと私は思うのでありますけれども、おっしゃるとおりでござ

いまして、この我々の地域にこの新市づくりの基本方針の中にも、手間暇

かけてそれに磨きをかけていく、また、今までもかけてきたそういう重要

なものは、やはり伝統的な産業と相まって、今後ともに十分大切にしてい

かなければならない、そういうことが今後の新市のまちづくりという中で

非常に重要なことだと考えております。 

 例えば具体的に申し上げますと、私も他の町村のことはあまり存じ上げ

ておりませんので、申し上げることはできませんけれども、例えば田辺市

の場合は紀州備長炭発祥の地でございますけれども、今、道の駅、備長炭

記念公園をつくって、そこに窯を５つ作って、そこで備長炭を焼く人が事

業をしながら、また新しい人をそこで養成して、そして田辺市の中に住み

ついて、もう住みついていただいている方も何人かいますけれども、その

ようにして、伝統的なものをやはり生かしながら、地域に人が住んでいた

だける、そして経済も活性化する、そういうような方向づけというものは

非常に大切だと思いますので、なかなか文章に記述するということについ

ては限界がございますけれども、そのあたりを十分ご理解をいただきたい

と思います。以上です。 

議長         その他ありませんか。中辺路、Ｃ委員。 
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Ｃ委員（中辺路町）  ちょっと生臭い話になるかもしれんので、申し訳ないんですが、実はし

尿処理の問題です。これは、南部川からちょうど田辺市の１２５キロの処

理の施設の中に含めて計画され、もう既に実行されているわけですけれど

も、ちょうど１万２千人なんですね。今後、中辺路、大塔を含めたら、ち

ょうど１万２千人そこそこなんです。さらに白浜町だけの施設を考えてみ

ましたら、すさみ、日置と合わせれば、ちょうど中辺路、大塔ぐらいの数

になると。条件的には大体同じような人数で、同じような排せつ量がある

だろうということは推定できるわけです。しかし、１０年をスパンに考え

た場合に、いつの時期に新市は新市の人口のすべての排せつ物を処理する

という方向へ切りかえるか、そういうあたりの問題も、このままずっと続

けるのかどうかということも、この際考えなければならないことじゃない

かという気がするんです。例えば、南部川の場合は、大体１万２千で、特

に今年は、し尿処理について非常に予算的にも政府の予算が大きく見積も

られている関係上、向こうでやろうと思ったらやれるのではないかという

気もします。そういう中で、何とかこれは政治的な交渉になるだろうし、

政治的な判断というのがかなり伴うものだと思うし、簡単にぱっぱっと切

りかえることはできないと思いますけれども、すさみさんもどうしてもし

尿処理をつくらんなんというふうな話も巷間聞くわけなんですが、そうい

う時期にやっぱり大塔、中辺路を抜いちゃったら、すさみ、日置川さんで

十分負担に耐えられるのではないかと。非常に俗っぽい言い方ですけれど

も、そういう考え方もできますし、何とかこの１０年のスパンの間でそう

いう政治的な折衝とか、そういう構想で、新市は新市でやっぱり処理して

いただけるというようなことにはならないだろうかと、そういう期待があ

ります。 

議長         Ｃ委員に対する当局の答弁を求めます。会長。 

会長         Ｃ委員からし尿処理の問題についてご質問いただきました。非常に重要

な、これは本当に避けて通ることのできない課題であります。それで現在

の状況を申し上げますと、田辺市、南部川村、南部町、龍神村、４市町村

で衛生施設組合をつくっておりまして、１１２ｋｌで運営をいたしてきま

したけれども、当然設置する前の３年間の平均数値ということで、なかな
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か綱渡り的な施設の運用をやってきたわけであります。ようやく昨年にな

りまして、私どもも一定の負担をいたしまして、約８億円余りの金が要っ

たと思うんですけれども、現在１７０ｋｌの処理施設を持つ施設がほぼ完

成して、現在試運転中であります。そういう中で、これで４市町村で運用

していくということについては、処理能力としては万全であるという考え

方をいたしております。その他に、一方また、富田川衛生施設組合の方で

し尿処理場が新しく開業されるというふうなお話も聞いておりますので、

そこから向こうの話になりますと、それぞれの一部事務組合で相当な金額

を負担して経営をし、また今後、建設される方向にあることから考えます

と、処理能力という問題もございますけれども、こちらのをこちらへ、こ

ちらのをこちらへというふうな形には、なかなかやっていくことが難しい

のではなかろうかと。ただ、いずれにいたしましても、この田辺市ほか４

カ市町村のし尿処理場、清浄館の建設、し尿の設備の更新の時期、あるい

はこの富田川の衛生施設組合の施設の今後整備をされる時点では、そうい

う問題も含めて検討されるかと思いますけれども、当面の問題としては、

この２本立てでといいますか、今のそれぞれの一部事務組合の中で運用し

ていくということがベストかなと、かように考えているところであります。

以上です。 

議長         中辺路、Ｄ委員。 

Ｄ委員（中辺路）   通告なしの突然の質問で恐縮なんですが、１点だけお聞きしたいんです

けれども、質問の的が外れたのでは失礼なので、初めに確認だけさせてく

ださい。２９ページ、交通・物流の項目の中で、真砂三栖道路や文里湾横

断道路等の実現に向けた取り組みに努めますと記述をされておりますが、

文里湾横断道路というのはどの道のことなんでしょうか。初めにちょっと

確認をさせて下さい。 

議長         会長。 

会長         この問題につきましては、文里湾架橋の問題であります。 

議長         Ｄ委員。 

Ｄ委員（中辺路）   大体の予備知識は持っておったんですが、間違いないようなので質問を

続けさせていただきます。ここに併記されております真砂三栖道路という
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のは、多分真砂三栖のトンネルバイパスのことだろうと思いますが、その

道路とこの文里湾道路、今聞きました文里湾道路とを同次元の考え方とい

うか、並列をされてここに書かれているということに、私は大いなる疑問

を感じます。多分、この文里湾道路というのは、１０カ市町村の枠の中で

合併を論じられたころから課題にされておった文里湾架橋の問題ですから、

今、５カ市町村になって、新市の建設計画を進める上で、この文里湾架橋

が果たして真砂三栖道路と同じような考え方をする必要があるのか。逆に

言えば、私は、文里湾架橋というようなものが、おそらく今の時点では実

現性などは見込めないような感じがします。そういうものと同じような形

で真砂三栖道路を考えておられるのかどうか。全然私は次元が違うと思う

んですね。新市の建設を進めていく上で、真砂三栖トンネルの必要性、本

宮町さんにしましても、中辺路町にしましても、議会も特別委員会を設け

て取り組んでおります。首長さん方が大変辛抱されて県へも行っておられ

たというご努力は聞いております。しかし、この真砂三栖道路というのは、

単に奥地の者たちのことだけじゃない。やっぱり、現在の田辺市民の人た

ちにとっても、我が市町村全域にわたって欠かすことのできないアクセス

だと思っておるんです、私ども議会としては。そういう中で、もっとやっ

ぱり、これを実現性のある表現なり、書き方をしてもらわなかったら、私

は合併決議には至らないという具合に思っております。やっぱり、こうい

うことをきちんとアクセスができて、奥地の住民が１０分でも１５分でも

早く紀南病院へも行き、また、新市の庁舎へも行ける、そういうアクセス

をきちんとできる見通しが立たなくて、合併決議ができますか。そういう

ことをきちんともっとここへ謳えるような、文里湾横断道路などと並列さ

れるような次元のものではないということをもっと首長さん方も考えてほ

しいし、みんなかかって、５市町村の政治力の総結集をしてでも、やっぱ

り議会、当局を挙げて、この真砂三栖トンネルのもっと実現性のある表現

ができるような取り組みを期待したいと思うのですが、いかがでしょうか。 

議長         Ｄ委員の当局の答弁を求めます。森局長。 

事務局長       私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。Ｄ委員さんのご

意見として、あるいは思いにつきましては、かねてより重々お伺いをさせ
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ていただいております。その上で、文里湾架橋の問題と真砂三栖トンネル

の問題を同列に扱うべきではないのじゃないかというふうなお話でござい

ましたけれども、これは優先順位の問題というよりも、むしろそれぞれの

立場でのお考えがあろうかと思います。我々市町村建設計画を記述してい

く段階では、当面課題となっている事業、あるいは新市として必要な事業

について記載をさせていただいていると、そういうスタンスで対応させて

いただいておりますので、そのあたりご理解をいただけたらと、かように

思います。 

議長         Ｄ委員。 

Ｄ委員（中辺路）   このままでは理解できません。これ、やっぱり、もうちょっと考え方を

整理していただきたい。文里湾架橋をするなと私は言っていません。文里

湾架橋もできたら、それにこしたことはないと思います。できる努力をし

ていただけたらいいと思います。しかし、文里湾架橋を目指す努力と真砂

三栖トンネルを目指す努力を、並列というか同じレベルで考えられるのは

困るということ、そういう問題ではないという。生活者にとって、実際、

文里湾架橋と三栖真砂トンネルが同じような切実度というか、そういうも

のでとらえられておるということが、私には理解できないし、残念でなり

ません。 

議長         意見でよろしいですか。 

Ｄ委員（中辺路）   答えを、コメントを明らかにして下さい。 

議長         会長。 

会長         ただ今のＤ委員のご意見ですけれども、どちらにどうこうという、ここ

に序列をつけた、今も局長からお答えいたしましたとおり、当然のことな

がら、先程私からもご挨拶を申し上げましたけれども、この新市町村の建

設計画の後に、新市の総合計画ができて、そして実施計画がそのもとで計

画をされる、そういう形の中でどの事業を優先していくのかという問題は、

当然論議をされる問題であります。今、この建設計画には、序列をつけた

というよりも、こういう問題、こういう問題、こういう問題、こういう問

題がありますよということ、課題がありますということをここに記載して

いるのでありまして、決してこの問題についての優先度というものを記載
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したものではございません。この文里港の建設事業につきましても、取り

組みはかつて古いものがございまして、我々この市役所のここに走ってお

ります県道なんかも、市道を県道に格上げしていただいて、そして、文里

港の港湾建設についての下準備をずっと進めてきたという長い歴史がござ

います。しかし、国、県、市町村の財政的にもなかなかできないというこ

とで、実現できないという形の中で、今日に至っておりますけれども、こ

の問題については、高速道路の整備の問題とか、いろいろの問題も関係が

ございますから、決して我々はこの問題と、この合併によって、その必要

性というものがクローズアップされておるこの真砂三栖道路の関係と競合

して、その建設計画の中でというような、今この計画の中にそういう意思

は一切持っておりません。繰り返しになりますけれども、新しい市で建設

計画を作って、そして実施計画を作成される中で、当然のことながら取捨

選択されていくべき問題であると、そういうふうに考えております。 

議長         Ｄ委員。 

Ｄ委員（中辺路）   言われておることはよく分かるのですが、私の質問の趣旨をちゃんと理

解してくれてないように思います。私は、ここに書いていることは、会長

が言われるとおり、まさに優先順位がない書き方なんですね。だから、私

は、それでは不満だということを申し上げているのです。優先順位をつけ

て下さいと。真砂三栖道路はそういうものとは違う、これはやっぱり基幹

的に大事なことなんやから、優先順位を上げて記載をしてほしいというこ

とを申し上げているのです。もうそれ以上言いませんが、優先順位がない

のが私には残念なのです。もっとそういういろんなことをしなければなら

ない中で、真砂三栖トンネルは最重要課題なんだと、一番先にやらなけれ

ばあかんねんぞという、そういうふうなことにしていただきたい、それが

私の願いなんです。もう言いません。 

議長         Ａ委員。 

Ａ委員（龍神村）   先程の質問に対する答弁、いささか消化不良ですので、答弁漏れも大分

あるかと思うわけなんですが、答弁漏れについて、答弁をお願いしたいと

思います。 

議長         Ａ委員に対する当局の答弁を求めます。事務局長。 
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事務局長       Ａ委員のご質問に対して、会長のほうからほとんどお答えをさせていた

だいたとは思うのですけれども、改めてということでございましょうか。 

議長         Ａ委員。 

Ａ委員（龍神村）   数字的な説明等も求めておりますし、それから、特に不特定多数の皆さ

んが利用する公共施設、庁舎につきましては、なかなかできないという話

でしたけれども、将来的にも建設される見込みである庁舎を含めて、そう

いう新しい市民、それから将来的にもより拡大された不特定多数の皆さん

方が利用する公共施設については、十分周辺への配慮をしていただきたい

と。特に、紀南病院なんかは、新しい位置に近く完成される中で、かなり

利用率が上がるというふうに考えているわけですし、田辺市の美術館にし

ても、周辺町村全体が利用しやすい位置に置かれているというふうに考え

るわけなのですけれども、この建設計画に載っている図書館とか、あるい

はまたスポーツセンターを含めて、そういう心配りを将来的にしていただ

けるかどうか、そういう質問です。 

議長         会長。 

会長         失礼しました。広域的な配慮ということでございましたけれども、例え

ば紀南病院の跡地の利用でございますけれども、たくさんの意見がある中

で、先程も申し上げましたけれども、私ども田辺市としては、ここに施設

をつくるのは、財政的な、今後の合併特例債等を利用する中での財政的な

シェア割というものからいたしますと、これは当然田辺市の財政のシェア

の中で建設いたしますけれども、しかし、それとても、やはりできるだけ

広域合併圏域の大勢の皆さんにご利用していただける施設というものをど

うするかということを視点に入れて、十分論議をしていただいたと。私は、

最初からそういう注文をつけて皆さん方に論議をしていただきました。そ

ういう中で、あそこに今度できる、新市の中央の図書館というものを位置

づけた、図書館を中心とする文化的な複合施設というものを答申いただけ

るということであります。そういう意味におきまして、十分私どもは配慮

した物の考え方で、今後も対応してまいらなければならない、それは特定

の地域だけに、特定の地域の住民の皆さんがそれを利用してよしとする、

そういう形のものは全然考えておりませんので、ご理解をいただきたいと
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思います。 

議長         このＡ委員の、全く僣越ではございますが、この施設の利用については、

それぞれの行政会議の中で、既にいろいろなゲートボール場にしても、確

かにその中で話は済んで、協議をなされてきたと思うので、とりあえずま

た、こういう件につきましても、次回の協議会でも継続協議としていただ

ければありがたいというような気持ちでおりますので。その他の件でござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、本件につきましても、次回協議会での継続協議としながら、

終わりたいと思います。 

 次に次第の４番目、次回協議会の開催についての説明を求めます。事

務局、次長。 

事務局次長      恐れ入ります。次回、第１６回目の協議会でございますが、翌３月１３

日土曜日でございます。時間は、朝９時半からと予定しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 なお、当日は第１４回に提案しました事項についてもご確認をいただ

きたいと考えておりますので、その会議資料もご持参いただき、また本日

の建設計画もご持参いただくということでよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。 

議長         ただ今の説明について、ご意見、ご質問等ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質問がないようですので、次第の４番目、次回協議会の開催について

は、説明のとおりということで確認願います。 

 次に、次第の５番目、その他ということで、委員の皆さんからご意見

等ございませんか。龍神村、Ｅ委員。 

Ｅ委員（龍神村）   吉本忠義でございます。私、龍神村の議長として、皆様方にお詫びと、

あるいはまたご理解を賜りたいと思いますけれども、実は、２０日の紀伊

民報に、龍神村、３議員が合併反対という意味の見出しでありましたこと

に対しまして、大変関係者の皆さんからご心配やら、あるいはまた不信感

を出したことに対しまして、大変恐縮しております。早速に村長からも、
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会長あるいはまた各首長にも連絡をとっていただきまして、真意はそうで

なかったということに確認をいたしましたので、ここでご報告をさせてい

ただきます。私としましても、２０日、委員長と、それから副議長立ち会

いのもとに、昨年度４月に選挙が行われました新人の３議員から、そのう

ちの２人は田辺市を中心にした合併を進めるということで当選された方で

ございますので、信頼を申し上げましたので、あえて私も招請をいたしま

して、彼を呼びまして、その方向には間違いないということの確認を得ま

したし、あの新聞については、私たちは全く取材をしてないということで

ございましたので、私は、一定の新聞報道に対する何を持ったわけでござ

いますけれども、決してそういうことはございませんので、今朝からも、

もう１名の議員については、中立ないし反対の方向でございますけれども、

なるべくなら、大局的な見地に立って、この大きな事業についていろんな

議論はありますけれども、最終的には議会と行政と住民が一体となってこ

の新市のまちづくりに勤しむようにしてほしいということでお願いしてき

たところでございますので、いろんな不信感あったと思いますけれども、

深いご理解を賜りますようお願いいたしまして、釈明なり、あるいはお詫

び申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 

議長         他にご意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、本日の議事につきましては、すべて終了いたしました。以上

をもちまして、第１５回田辺広域合併協議会を終了いたします。長時間に

わたるご協議、ご苦労さまでございました。 

 

 

 

 

午後 ３時３４分 閉会 
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